
令 和 ４ 年
３月８日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

法
律
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規
則

（
人
事
課
）
…
…
…
一

山
口
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
厚
政
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
訓
令

法
律
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
人
事
課
）

三

…
…
…
…

○
告
示

柳
井
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
都
市
計
画
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平
生
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
都
市
計
画
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

宇
部
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

県
営
美
祢
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
山
中
工
区
）
の
換
地
処
分
（
農
村
整
備
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…

規

則

法
律
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
号

法
律
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規

則

次
に
掲
げ
る
法
律
又
は
条
例
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、

他
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項

二

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
五
項

ま
で

三

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
九
条

四

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項

五

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
四
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
三
条
の
二
十

二
第
一
項

六

養
鶏
振
興
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項

七

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第

一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に

第
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

八

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及

び
第
八
十
二
条
第
一
項

九

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
五
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項

十

森
林
組
合
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
百
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で

十
一

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
十
四
条
の
六
の
十
第
三
項
及
び
第
四

項
十
二

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
六
十

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

十
三

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項

十
四

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
八
条
の
二
第
一

項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
九
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項

十
五

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号
）
第

三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項

十
六

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
九
条
第
一
項

十
七

山
口
県
蜜
蜂
転
飼
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
九
号
）
第
九
条
第
一
項

十
八

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
十
六
条
第

一
項

十
九

山
口
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
山
口
県
条
例
第
二
十
五
号
）
第
八
条
の
七
第
一

一
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項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項

二
十

山
口
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
十
七
条
の
八
第

一
項

二
十
一

山
口
県
公
害
防
止
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
山
口
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
六
十
八
条
第
一

項
二
十
二

山
口
県
飼
犬
等
取
締
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
山
口
県
条
例
第
五
十
二
号
）
第
十
一
条

二
十
三

山
口
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
山
口
県
条
例
第
四
号
）
第
二
十
八
条
第
一

項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項

二
十
四

ふ
ぐ
の
処
理
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
第
二
十
二

条
第
一
項

二
十
五

山
口
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第

十
九
条
第
一
項

二
十
六

山
口
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
（
平
成
九
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一

項
二
十
七

一
般
海
域
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
山
口
県
条
例
第
三
号
）
第
九
条
第
一
項

二
十
八

山
口
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
山
口
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
三
十
三
条
第
一

項
二
十
九

砂
防
指
定
地
に
お
け
る
行
為
の
規
制
及
び
砂
防
設
備
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五

年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
第
八
条
第
一
項

三
十

山
口
県
循
環
型
社
会
形
成
推
進
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
第
三
十
五
条
第

一
項

三
十
一

山
口
県
希
少
野
生
動
植
物
種
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
山
口
県
条
例
第
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項

三
十
二

山
口
県
食
の
安
心
・
安
全
推
進
条
例
（
平
成
二
十
年
山
口
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
十

八
条
第
一
項

三
十
三

山
口
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
第
六
条
第
一
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式

（
第
⚑
面
）

（
第
⚒
面
）

写真

第
号

立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書

職
名

氏
名

生
年
月
日

年
月

日
生

年
月

日
交
付

年
月

日
限
り
有
効

山
口
県
知
事

 

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
下
表
に
掲
げ
る
法
令
の
条
項
の
う
ち
、
該
当
の
有
無
の
欄
に
丸
印
の

あ
る
法
令
の
条
項
に
よ
り
立
入
検
査
等
を
す
る
職
権
を
有
す
る
も
の
で
す
。

法
令

の
条

項
該
当
の
有
無

二
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山
口
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
号

山
口
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
山
口
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
二
の
表
一
の
項
中
「
。
）
」
の
下
に
「
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
（
自
転
車
歩

行
者
専
用
道
路
又
は
歩
行
者
専
用
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ハ

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
有
効
幅
員
は
、
四
百
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

歩
行
者
専
用
道
路
の
有
効
幅
員
は
、
二
百
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
の
二
の
表
一
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

勾
配
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

イ

縦
断
勾
配
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別

の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

ロ

横
断
勾
配
は
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
標
準
と
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
の
二
の
表
一
の
項
第
五
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
ロ
」
を
「
イ
」
に

改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
歩
道
等
及
び
」
の
下
に
「
自
転
車
歩
行
者
専
用
道

路
等
並
び
に
」
を
、
「
利
用
す
る
歩
道
等
」
の
下
に
「
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、

「

別
表
第
二
の
三
の
表
一
の
項
中

歩

道

等

を
」

「
歩
道
等
及
び
自
転
車

歩
行
者
専
用
道
路
等

に
改
め
、
同
項

」

第
一
号
中
「
設
け
る
道
路
」
の
下
に
「
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
有
効
幅
員
は
、
道
路
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
規
則
第

四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幅
員
の
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

歩
行
者
専
用
道
路
の
有
効
幅
員
は
、
道
路
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
規
則
第
四
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
幅
員
の
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
の
三
の
表
二
の
項
第
二
号
ロ
中
「
装
置
」
を
「
設
備
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
に
よ
り
、

籠
外
か
ら
籠
内
が
」
を
「
又
は
籠
外
及
び
籠
内
に
画
像
を
表
示
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
り
、
籠
外
に
い
る
者
と
籠
内
に
い
る
者
と
が
互
い
に
」
に
改
め
、
同
号
チ
、
リ
及
び
ワ
中
「
装
置
」

を
「
設
備
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
第
三
号
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路

等
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、

同
項
第
六
号
中
「
歩
道
等
及
び
立
体
横
断
施
設
に
は
」
を
「
歩
道
等
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
及

び
立
体
横
断
施
設
に
は
」
に
、
「
及
び
立
体
横
断
施
設
の
」
を
「
、
当
該
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等

及
び
当
該
立
体
横
断
施
設
の
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
、
自
転
車
歩
行
者
専

用
道
路
等
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

山
口
県
訓
令
第
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

法
律
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

法
律
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規
程

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
他
の
訓
令
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
百
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

二

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
か
ら

第
五
項
ま
で

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
三
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
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別
記
様
式

（
第
⚑
面
）

（
第
⚒
面
）

写真

第
号

立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書

職
名

氏
名

生
年
月
日

年
月

日
生

年
月

日
交
付

年
月

日
限
り
有
効

山
口
県
知
事

 

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
下
表
に
掲
げ
る
法
令
の
条
項
の
う
ち
、
該
当
の
有
無
の
欄
に
丸
印
の

あ
る
法
令
の
条
項
に
よ
り
立
入
検
査
等
を
す
る
職
権
を
有
す
る
も
の
で
す
。

法
令

の
条

項
該
当
の
有
無

告

示

山
口
県
告
示
第
四
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
柳
井
都
市
計

画
道
路
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
及
び
柳
井
市
建
設
部
都
市
計
画
・
建
築
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

柳
井
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
一
裾
の
割
線

二

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

山
口
県
告
示
第
四
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
生
都
市
計

画
道
路
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
及
び
平
生
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
四
年
三
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

平
生
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
一
国
道
百
八
十
八
号
線
平
生
バ
イ
パ
ス

二

変
更
の
内
容

構
造
の
変
更

山
口
県
告
示
第
四
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
宇
部
都
市

計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

四
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令
和
四
年
三
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

宇
部
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

宇
部
都
市
計
画
公
園
事
業
五
・
六
・
一
常
盤
公
園

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
二
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

宇
部
市
大
字
沖
宇
部
、
大
字
上
宇
部
、
開
三
丁
目
、
開
四
丁
目
、
開
五
丁
目
、
野
中
三
丁
目
、
則

貞
三
丁
目
及
び
亀
浦
一
丁
目

山
口
県
告
示
第
四
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
美
里
町
四
丁
目
九
五
六
の
一
一
一
及
び
九
五
六
の
一
一

二

六
・
二

一
四
・
九
令
和
四
、
二
、
二
二

下
松
市
清
瀬
町
一
丁
目
三
八
八
の
六

六
・
〇

四
二
・
三
〃

〃

〃

公

告

（
二
六
）
県
営
美
祢
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
山
中
工
区
）
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
美
祢
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
山
中
工
区
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
し
た
。

令
和
四
年
三
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

換
地
処
分
の
年
月
日

令
和
四
年
二
月
二
十
二
日

二

換
地
処
分
の
内
容

県
営
美
祢
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
山
中
工
区
）
換
地
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
換
地
計

画
の
と
お
り

四
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令
和
四
年
三
月
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
三
月
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


